
川西市空家等対策の推進に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、川西市内における空家等対策の推進に関する特別措置法（平成

２６年法律第１２７号。以下「法」という。）の施行に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（定義） 

第２条　この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例によ

る。 

（立入調査等） 

第３条　法第９条第２項の規定による報告を求めるときは、空家等に係る事項に関す

る報告徴収書（様式第１号）により行うものとする。 

２　法第９条第２項の規定による報告を求められた所有者等は、空家等に係る事項に

関する報告書（様式第２号）を市長に提出するものとする。 

３　法第９条第３項の規定による通知は、特定空家等立入調査実施通知書（様式第３

号）により行うものとする。 

４　法第９条第４項の身分を示す証明書は、立入調査員証（様式第４号）とする。 

（管理不全空家等の認定及び指導） 

第４条　法第１２条の規定による助言等は、文書により行うものとする。 

２　市長は、法第１２条の規定による助言等をした場合において、空家等の管理状況

に改善が見られないときであって、別に定める基準により当該空家等が、管理不全

空家等に該当するおそれがあると判断したときは、川西市付属機関に関する条例

（昭和５２年川西市条例第３号）に規定する川西市空家等対策協議会（以下「協議

会」という。）における意見聴取を経て、当該空家等が管理不全空家等に該当する

と認定することができる。別に定める基準により管理不全空家等に該当しないと判

断される場合であっても、市長が管理不全空家等として措置を講ずるべきと判断す

る特別な理由があると認めたときは同様とする。 

３　市長は、前項の規定により、空家等を管理不全空家等に該当すると認定したとき

は、法第１３条第１項の規定による指導をすることができる。 

４　法第１３条第１項の規定による指導は、管理不全空家等に係る指導書（様式第５

号）により行うものとする。 

　（管理不全空家等の勧告） 



第５条　市長は、法第１３条第１項の規定による指導をした場合において、なお当該

管理不全空家等の状態が改善されずそのまま放置すれば特定空家等に該当すること

となるおそれが大きいと認めるときは、協議会における意見聴取を経て、法第１３

条第２項の規定による勧告をすることができる。 

２　法第１３条第２項の規定による勧告は、管理不全空家等に係る勧告書（様式第６

号）により行うものとする。 

３　特定空家等及び管理不全空家等の対策を所管する課の長（以下「空家等対策所管

課長」という。）は、法第１３条第２項の規定による勧告をしたときは、その旨を

管理不全空家等に係る勧告に関する通知書（様式第７号）により固定資産税の賦課

に関する事務を所管する課の長（以下「固定資産税所管課長」という。）に通知す

るものとする。 

４　空家等対策所管課長は、管理不全空家等の所有者等が法第１３条第２項に規定す

る必要な措置を講じたときは、その旨を管理不全空家等の勧告の解除に関する通知

書（様式第８号）により固定資産税所管課長に通知するものとする。 

（特定空家等の認定及び助言又は指導） 

第６条　市長は、法第１２条の規定による助言を行った場合において、空家等の管理

状況に改善が見られないときであって、別に定める基準により当該空家等が、特定

空家等に該当するおそれがあると判断したときは、協議会における意見聴取を経

て、当該空家等が特定空家等に該当すると認定することができる。別に定める基準

により特定空家等に該当しないと判断される場合であっても、市長が特定空家等と

して措置を講ずるべきと判断する特別な理由があると認めたときは同様とする。 

２　市長は、前項の規定により空家等が特定空家等に該当すると認定したときは、法

第２２条第１項の規定による助言又は指導をすることができる。 

３　法第２２条第１項の規定による助言は文書により行い、同項の規定による指導

は、特定空家等に係る指導書（様式第９号）により行うものとする。 

　（特定空家等の勧告） 

第７条　市長は、法第２２条第１項の規定による助言又は指導を行った場合におい

て、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、協議会における意

見聴取を経て、法第２２条第２項の規定により勧告することができる。 

２　法第２２条第２項の規定による勧告は、特定空家等に係る勧告書（様式第１０

号）により行うものとする。 



３　空家等対策所管課長は、法第２２条第２項の規定による勧告をしたときは、その

旨を特定空家等に係る勧告に関する通知書（様式第１１号）により固定資産税所管

課長に通知するものとする。 

４　空家等対策所管課長は、特定空家等の所有者等が法第２２条第２項に規定する必

要な措置を講じたときは、その旨を特定空家等の勧告の解除に関する通知書（様式

第１２号）により固定資産税所管課長に通知するものとする。 

（特定空家等に対する命令等） 

第８条　市長は、法第２２条第２項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく

てその勧告に係る措置をとらなかったときは、協議会における意見聴取を経て、法

第２２条第３項の規定により命令することができる。 

２　法第２２条第３項の規定による命令は、命令書（様式第１３号）により行うもの

とする。 

３　法第２２条第４項に規定する通知書の交付は、事前通知書（様式第１４号）によ

り行うものとする。 

４　法第２２条第４項の規定による通知を受けた者は、意見書（様式第１５号）を提

出し、又は意見聴取請求書（様式第１６号）により同条第５項の規定による意見の

聴取の請求を求めることができる。 

５　法第２２条第７項の規定による通知は、意見聴取通知書（様式第１７号）により

行うものとする。 

６　法第２２条第１３項に規定する標識の設置の方法による公示は、標識（様式第１

８号）により行うものとする。 

（特定空家等に対する代執行等） 

第９条　市長は、法第２２条第３項の規定により必要な措置をとることを命じた場合

であって、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分

でないとき又は履行しても法第２２条第３項に規定する期限までに完了する見込み

がないときは、協議会における意見聴取を経て、法第２２条第９項の規定により行

政代執行法（昭和２３年法律第４３号）第２条の規定による処分（以下「代執行」

という。）を行うことができる。 

２　法第２２条第９項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第３条第

１項の規定による戒告は、戒告書（様式第１９号）により行うものとする。 

３　法第２２条第９項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第３条第

２項の規定による通知は、代執行令書（様式第２０号）により行うものとする。 



４　法第２２条第９項の規定により代執行を行う場合における行政代執行法第４条の

執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、代執行責任者証（様式第２１

号）とする。 

５　市長は、法第２２条第１１項の規定による措置を講じたときは、緊急代執行実施

通知書（様式第２２号）により所有者等に通知するものとする。 

６　法第２２条第１１項の規定により緊急代執行を行う場合における行政代執行法第

４条の執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、緊急代執行責任者証（様

式第２３号）とする。 

７　代執行に要した費用の徴収については、代執行費用納付命令書（様式第２４号）

により納付すべき金額及び期限を所有者等に通知するものとする。 

（過料） 

第１０条　市長は、法第３０条の規定による過料を科することが相当と認める場合に

は、事件記録を管轄の地方裁判所に送付して通知するものとする。 

（補則） 

第１１条　この要綱に定めるもののほか、空き家対策の実施に関して必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

付　則 

この要綱は、令和６年７月３１日から施行する。 


